
エネルギー安全保障に向けた日米エネルギー協力 
（仮訳） 

 
日本とアメリカ合衆国は、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）、アジア

太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）エネルギーワーキンググループ、クリ

ーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（ＡＰＰ）、

国際エネルギーフォーラムを通じ、エネルギー協力を強力に行って

きている。また、両国は国際原子力研究イニシアティブ（Ｉ－ＮＥ

ＲＩ）、ＩＴＥＲ（国際熱核融合実験炉）プロジェクト、炭素隔離リ

ーダーシップフォーラム（ＣＳＬＦ）、水素経済のための国際パート

ナーシップ（ＩＰＨＥ）を含むエネルギー技術協力を実施している。 
 
日本とアメリカ合衆国は、二大経済大国として、また、二大エネ

ルギー消費国として、エネルギー安全保障の強化に取り組んでいる。

双方は、エネルギー効率の向上、クリーンコールテクノロジー、原

子力、再生可能エネルギーなどのクリーンな代替エネルギーをより

一層活用したエネルギー源の多様化、エネルギー生産国における投

資環境の改善、新興消費国の取り込みが双方のエネルギー安全保障

の強化と気候変動問題への対処のため不可欠であると認識する。日

本の甘利経済産業大臣と米国のボドマン・エネルギー長官は、２０

０７年１月９日にワシントンにおいて会談を行い、二国間のエネル

ギー分野における協力の現状と将来展望について議論を行った。 
 
Ⅰ．エネルギー源の多様化 
 
原子力：日本とアメリカ合衆国は、長期にわたり、原子力分野で

の重要な協力を行っており、原子力分野での協力の継続はエネル

ギー安全保障と核不拡散、地球温暖化対策に貢献すると認識する。 
 
双方は、民生用核燃料サイクルに関する様々な側面に関する協力

に取り組む。日本とアメリカ合衆国は、両国間の協力に関する枠

組みとなる民生用原子力アクションプランを共同で作成する。こ

の計画では、ａ）民生用原子力分野で現在行われている技術協力

に加え、グローバル原子力パートナーシップ（ＧＮＥＰ）に基づ

く研究開発活動、ｂ）新規原子力発電所建設の支援政策及びプロ
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グラムに関する連携、ｃ）規制及び核不拡散に関する意見交換に

焦点をあてる。計画は２００７年４月までにとりまとめられる。 
  
クリーン・コール：クリーンコールテクノロジーに関するさらな

る研究開発の促進と普及は地球環境問題に対応するための喫緊の

課題であるとの共通認識のもと、双方は、世界初の有害物質を排

出しない石炭火力発電所建設に向け、米国が主導しているイニシ

アティブであるフューチャージェン(FutureGen)プロジェクトに
対し、日本政府が積極的に参画する意図を有することを歓迎する。

日本は炭素隔離貯蔵技術に関する専門知識、資金、情報交換とい

う形で貢献を行う。 
 
双方は、ＡＰＰを通じた二国間の官民情報交換の促進を通じて、

石炭ガス複合発電（ＩＧＣＣ）、炭素隔離貯蔵といったクリーンコ

ールテクノロジーについて現在行われている研究開発、普及を加

速することにつき、関心を共有する。 
 
メタン・ハイドレード：日米の研究者間で現在行われている協力

に加え、双方は、メタン・ハイドレードに関する情報交換を強化

する。メタン・ハイドレードに関する研究開発に係る複雑な不安

定要素を踏まえると、特に試生産と探査の分野での協力の強化は、

メタン・ハイドレード生産の商業的実現可能性を大きく加速する

ものである。 
 
再生可能エネルギー：再生可能エネルギーは従来の化石燃料の重

要な代替物の一つである。再生可能エネルギーの利用促進のため

の国際協力は、例えばＩＥＡ、ＡＰＥＣ及びＡＰＰにおいてすで

に進行中である。電力網につながれた太陽光発電への日本の投資

やアメリカにおけるバイオ燃料の生産拡大にみられるように、日

本とアメリカ合衆国は、再生可能エネルギーの有する大きな潜在

可能性を認識し、これらの技術の導入を大きく進めてきた。バイ

オ燃料の分野では、木質系バイオマスからの生産が石油消費と二

酸化炭素排出の削減のため大きな機会を提供しているが、一方、

コスト競争力確保のために更なる研究開発努力必要となっている。

日本とアメリカ合衆国は木質系バイオマスからの生産技術につい



ての情報交換を進める。 
 
Ⅱ．エネルギー利用効率の向上：双方は、省エネルギーとエネルギ

ー利用効率の向上はエネルギー安全保障の強化と地球温暖化ガス

排出削減のための費用対効果の高い手段であると認識する。エネル

ギーの利用効率向上のため、日本とアメリカ合衆国は、官民双方に

おける優良事例に関する情報交換を促進する。 
   
双方は、ＡＰＰ及びＡＰＰが媒介してきた政府とビジネスコミュニ

ティ間の協調的努力は技術に焦点を当てた官民協力の成功事例とな

ることを認識し、より大きな政治的なモメンタムを与えることを慫

慂する。双方は、ＡＰＰの活動を引き続き支援する。日本とアメリ

カ合衆国は、ＩＥＡによる省エネ・インディケーターと優良事例の

収集の取り組みを支援する。これはＡＰＰにとっても有益なインプ

ットになる。 
 
Ⅲ．エネルギー生産国における投資環境善：日本とアメリカ合衆国

は、エネルギー生産国において、増大する世界のエネルギー需要に

対応するために必要な巨額の新規投資に対する障害が存在すること

への懸念を共有する。双方は、引き続きエネルギー生産国に対し、

Ｇ８首脳により支持された世界のエネルギー安全保障のためのサン

クトペテルブルク行動計画に沿い、投資環境整備を行うよう働きか

けを行う。アメリカ合衆国と日本は、特に、上流分野での外国投資

はエネルギー消費国のみならず生産国にとっても有益であるとの理

解の促進、透明・公平・安定的で実効的な法的・規制枠組みの慫慂

及びすべての国が負う契約遵守義務の強調に努める。 
 
Ⅳ．新興消費国の取り込み：双方は、新興消費国、とりわけ中国及

びインドの取り込みがエネルギー安全保障を強化する上で不可欠で

あると認識する。これらの成長しつつあるエネルギー消費国をグロ

ーバルなエネルギー市場に統合し、市場に基づく責任ある政策とエ

ネルギー消費を進めていくことは両国にとって優先度の高い課題で

ある。双方は、特にエネルギー効率改善と緊急時対応策に重点をお

いて中国及びインドとの協力を強化していくことに合意した。中国、

インド、日本、韓国、米国が参加して２００６年１２月に開催され



た五カ国エネルギー大臣会合は両国の取り込みに向けた日米協調努

力のよい事例である。双方はまた、それぞれの中国及びインドとの

二国間の対話並びにＡＰＥＣ、ＩＥＡ、ＡＰＰなどの多国間の枠組

みにおいて密接に協力・協調していくことに合意した。 
   
中国とインドにおいてはエネルギー利用効率の向上の余地が大きい

ことにかんがみ、双方は、この分野での制度整備と能力向上に向け

た協力を強化していくこと、及びこれらの国々における省エネルギ

ー、エネルギー利用効率の向上や代替エネルギー開発への投資の前

提条件として、市場に基づく価格設定を慫慂する。 
 
中国及びインドにおいて戦略石油備蓄の構築が行われつつあること、

及び緊急時における国際的な協調対応はその効果を大いに強化する

ことを認識しつつ、両国は、中国及びインドに対し、供給途絶時に

おける備蓄放出及や需要抑制などの緊急時対応においてＩＥＡと連

携するよう引き続き働きかける。  
 
 
上記で強調した協力活動は、両国がエネルギー安全保障の強化のた

め共有する幅広い課題を反映している。両国はまた、エネルギー技

術の分野において提供可能な多くの専門知識を有している。エネル

ギー安全保障と技術の分野における協力を推進することへのコミッ

トメントを通じ、双方は世界におけるエネルギー安全保障、環境及

び持続可能な経済発展の強化のための努力を更に強化する。 








